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頁 現行（2025 年 5月修正）   修正（2026年 6月修正） 備考 

 

 

この計画で用いている用語の定義は、次のとおりである。 
（略） 

 

（略） 

 

この計画で用いている用語の定義は、次のとおりである。 

（略） 

（削除） 

 

（略） 

 

（削除） 

表記の整理 

 第 1編 総則 第 1編 総則  

 第 1章 計画の目的・方針 第 1章 計画の目的・方針  
 第 2節 計画の性格及び基本方針 第 2節 計画の性格及び基本方針  
 

2 

（略） 

（3）県民の生命、身体及び財産を守るため、県、市町村、指定地方行政

機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び防災上重要

な施設の管理者がとるべき基本的事項等を定めるものであり、各機関

はこれに基づき細部計画等を定め、その具体的推進に努めるものとす

る。 

なお、原子力災害に係る対策においての専門的・技術的事項につい

ては、原子力規制委員会の「原子力災害対策指針」（平成 24 年 12 月

3 日告示）を十分に尊重するものとする。 

（略） 

（3）県民の生命、身体及び財産を守るため、県、市町村、指定地方行政

機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び防災上重要

な施設の管理者がとるべき基本的事項等を定めるものであり、各機関

はこれに基づき細部計画等を定め、その具体的推進に努めるものとす

る。 

なお、原子力災害に係る対策においての専門的・技術的事項につい

ては、原子力規制委員会の「原子力災害対策指針」（令和 7年 10月 3

日一部改正）を十分に尊重するものとする。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 

 第 4節 災害の想定 第 4節 災害の想定  
 
3 

 

 

 

 

時点修正 

 第 5節 緊急事態における判断及び防護措置実施に係る基準 第 5節 緊急事態における判断及び防護措置実施に係る基準  
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頁 現行（2025 年 5月修正）   修正（2026年 6月修正） 備考 

 

15 

 

 

 

（略） 

警戒事態を判断するＥＡＬ 

（⑭に掲げるものについては、中部電力株式会社浜岡原子力発電所に設

置される原子炉に係る原子炉の運転等のための施設に限る。） 

（略） 

⑭ 東海地震予知情報又は東海地震注意情報が発表された場合 

⑮ オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故

障等が発生した場合。 

（略） 

警戒事態を判断するＥＡＬ 

（削除） 

 

（略） 

（削除） 

⑭ オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故

障等が発生した場合。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 

 

24 

（略） 

警戒事態を判断するＥＡＬ 

（④に掲げるものについては、中部電力株式会社浜岡原子力発電所に設

置される原子炉に係る原子炉の運転等のための施設に限る。） 

（略） 

④ 東海地震予知情報又は東海地震注意情報が発表された場合 

⑤ オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故

障等が発生した場合。 

（略） 

警戒事態を判断するＥＡＬ 

（削除） 

 

（略） 

（削除） 

④ オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故

障等が発生した場合。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 

 

27 

（略） 

警戒事態を判断するＥＡＬ 

（⑧に掲げるものについては、中部電力株式会社浜岡原子力発電所に設

置される原子炉に係る原子炉の運転等のための施設に限る。） 

（略） 

⑧ 東海地震予知情報又は東海地震注意情報が発表された場合 

⑨ オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故

障等が発生した場合。 

（略） 

警戒事態を判断するＥＡＬ 

（削除） 

 

（略） 

（削除） 

⑧ オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故

障等が発生した場合。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 

 

32 

（略） 

警戒事態を判断するＥＡＬ 

（③に掲げるものについては、中部電力株式会社浜岡原子力発電所に設

置される原子炉に係る原子炉の運転等のための施設に限る。） 

（略） 

③ 東海地震予知情報又は東海地震注意情報が発表された場合 

④ オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故

障等が発生した場合。 

（略） 

警戒事態を判断するＥＡＬ 

（削除） 

 

（略） 

（削除） 

③ オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故

障等が発生した場合。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 

 第 2編 災害予防 第 2編 災害予防  
 第 1章 放射性物質災害予防対策 第 1章 放射性物質災害予防対策  
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頁 現行（2025 年 5月修正）   修正（2026年 6月修正） 備考 

 第 4節 原子力災害に対応する医療機関の把握 第 4節 原子力災害に対応する医療機関の把握  
41 放射線被ばく者の措置については、専門医の診断が必要とされるが、

県内に原子力災害に対応する医療機関が存在しないため、県及び市町村

は、あらかじめ専門医を置く国立研究開発法人量子科学技術研究開発機

構等の県外の原子力災害拠点病院等の連絡先の把握に努めるものとす

る。 

被ばく傷病者等の措置については、専門医の診断が必要とされるが、

県内に原子力災害に対応する医療機関が存在しないため、県及び市町村

は、あらかじめ専門医を置く国立研究開発法人量子科学技術研究開発機

構等の県外の原子力災害拠点病院等の連絡先の把握に努めるものとす

る。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 

 第 2章 原子力災害予防対策 第 2章 原子力災害予防対策  
 第 8節 健康被害防止に係る整備 第 8節 健康被害防止に係る整備  
45 4 スクリーニング及び人体の除染の体制の整備 

県及び市町村は、スクリーニング及び人体の除染が迅速に実施できる

よう、体制の整備を図る。 

4 避難退域時検査及び簡易除染の体制の整備 

県及び市町村は、避難退域時検査及び簡易除染が迅速に実施できるよ

う、体制の整備を図る。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 
46 5 原子力災害医療調整官の配置 

県は、災害時に、被ばくに係る傷病者の搬送先の指示等を行う原子力

災害医療調整官をあらかじめ定めておく。 

5 原子力災害医療調整官の配置 

県は、災害時に、被ばく傷病者等の搬送先の指示等を行う原子力災害

医療調整官をあらかじめ定めておく。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 
 第 3編 災害応急対策 第 3編 災害応急対策  
 第 2 章 放射性同位元素取扱事業所等における放射性物質災害発生時の

応急対策 

第 2 章 放射性同位元素取扱事業所等における放射性物質災害発生時の

応急対策 

 

 第 1節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 第 1節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保  
55 2 事故等の発生に係る文部科学省への届出 

事業者は、1の事態が生じた場合、遅滞なく文部科学省へ届出を行う。 

2 事故等の発生に係る原子力規制庁への届出 

事業者は、1 の事態が生じた場合、遅滞なく原子力規制庁へ届出を行

う。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 
 第 3節 警戒区域の設定及び住民等の立入り制限、避難誘導等の措置 第 3節 警戒区域の設定及び住民等の立入り制限、避難誘導等の措置  
56 2 周辺住民等の避難の誘導及び屋内退避の呼び掛け 

県警察は、市町村と緊密に連携し、人命の安全を第一に、周辺住民、旅

行者、滞在者等に対する避難の誘導及び屋内退避の呼び掛け、その他の

防護活動を行うものとする。 

2 周辺住民等の避難の誘導及び屋内退避の呼び掛け 

県警察は、市町村と緊密に連携し、人命の安全を第一に、周辺住民、旅

行者、滞在者等に対する避難の誘導及び屋内退避の呼び掛け、その他の

防護措置を行うものとする。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 
 第 10節 医療関係活動 第 10節 医療関係活動  
57 （1）県及び市町村は、放射線被ばく及び放射能汚染の可能性が認められ

るような場合は、スクリーニング及び除染等の対応可能な施設にあら

かじめ協力依頼等の措置を講じる。 

（2）県及び市町村は、放射線被ばく者の措置については、スクリーニン

（1）県及び市町村は、放射線被ばく及び汚染の可能性が認められるよう

な場合は、避難退域時検査及び簡易除染の対応可能な施設にあらかじ

め協力依頼等の措置を講じる。 

（2）県及び市町村は、被ばく傷病者等の措置については、避難退域時検

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 
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頁 現行（2025 年 5月修正）   修正（2026年 6月修正） 備考 

グ及び除染等の処置を行い、必要な診断・治療を行うことのできる原

子力災害に対応する医療機関に適切に搬送が行えるよう当該医療機

関等と調整を行う。 

査及び簡易除染の処置を行い、必要な診断・治療を行うことのできる

原子力災害に対応する医療機関に適切に搬送が行えるよう当該医療

機関等と調整を行う。 

 第 3章 核燃料物質等の輸送中の事故における応急対策 第 3章 核燃料物質等の輸送中の事故における応急対策  
58 ■基本方針 

（略） 

○ 地震、風水害等の大規模災害に伴い原子力災害が発生した場合は、停

電等により情報収集・連絡活動、モニタリング、屋内退避、避難誘導等

の防護活動、緊急輸送活動等に支障が出る可能性があることから、県地

域防災計画の地震災害対策計画又は風水害等災害対策計画も踏まえて

対処するものとする。 

■基本方針 

（略） 

○ 地震、風水害等の大規模災害に伴い原子力災害が発生した場合は、停

電等により情報収集・連絡活動、モニタリング、屋内退避、避難誘導等

の防護措置、緊急輸送活動等に支障が出る可能性があることから、県地

域防災計画の地震災害対策計画又は風水害等災害対策計画も踏まえて

対処するものとする。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 

 第 6節 県民等に対する屋内退避、避難指示 第 6節 県民等に対する屋内退避、避難指示  
61 4 周辺住民等の避難の誘導及び屋内退避の呼び掛け 

県警察は、市町村と緊密に連携し、人命の安全を第一に、周辺住民、旅

行者、滞在者等に対する避難の誘導及び屋内退避の呼び掛け、その他の

防護活動を行うものとする。 

4 周辺住民等の避難の誘導及び屋内退避の呼び掛け 

県警察は、市町村と緊密に連携し、人命の安全を第一に、周辺住民、旅

行者、滞在者等に対する避難の誘導及び屋内退避の呼び掛け、その他の

防護措置を行うものとする。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 
 第 8節 医療関係活動 第 8節 医療関係活動  
62 （1）県及び市町村は、放射線被ばく及び放射能汚染の可能性が認められ

るような場合は、スクリーニング及び除染等の対応可能な施設にあら

かじめ協力依頼等の措置を講じる。 

（2）県及び市町村は、放射線被ばく者の措置については、スクリーニン

グ及び除染等の処置を行い、必要な診断・治療を行うことのできる原

子力災害に対応する医療機関に適切に搬送が行えるよう当該医療機

関等と調整を行う。 

（1）県及び市町村は、放射線被ばく及び汚染の可能性が認められるよう

な場合は、避難退域時検査及び簡易除染の対応可能な施設にあらかじ

め協力依頼等の措置を講じる。 

（2）県及び市町村は、被ばく傷病者等の措置については、避難退域時検

査及び簡易除染の処置を行い、必要な診断・治療を行うことのできる

原子力災害に対応する医療機関に適切に搬送が行えるよう当該医療

機関等と調整を行う。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 

 第 4章 県外の原子力発電所等における異常時対策 第 4章 県外の原子力発電所等における異常時対策  
65 

 

 

■基本方針 

（略） 

○ 地震、風水害等の大規模災害時に県外の原子力発電所等に係る事故等

が発生した場合には、停電等により情報収集・連絡活動、モニタリング、

屋内退避、避難誘導等の防護活動、緊急輸送活動等に支障が出る可能性

があることから、県地域防災計画の地震災害対策計画又は風水害等災害

対策計画も踏まえて対処するものとする。 

■基本方針 

（略） 

○ 地震、風水害等の大規模災害時に県外の原子力発電所等に係る事故等

が発生した場合には、停電等により情報収集・連絡活動、モニタリング、

屋内退避、避難誘導等の防護措置、緊急輸送活動等に支障が出る可能性

があることから、県地域防災計画の地震災害対策計画又は風水害等災害

対策計画も踏まえて対処するものとする。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 

 第 1節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 第 1節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保  
67 4 気象情報の提供 4 気象情報の提供 原子力災害
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頁 現行（2025 年 5月修正）   修正（2026年 6月修正） 備考 

名古屋地方気象台は、県から 4 原子力事業者の県外の原子力発電所等

における異常時の通報を受けた場合、必要に応じて放射能影響の早期把

握に資する防災気象情報を県に提供するものとする。 

名古屋地方気象台は、県から 4 原子力事業者の県外の原子力発電所等

における異常時の通報を受けた場合、必要に応じて放射線被ばくの影響

の早期把握に資する防災気象情報を県に提供するものとする。 

対策指針を

踏まえた修

正 
 第 7節 国等からの指示に基づく屋内退避、避難誘導等の防護活動 第 7節 国等からの指示に基づく屋内退避、避難誘導等の防護活動  
70 2 国等からの指示に基づく屋内退避及び避難誘導 

（略） 

（3）県警察は、市町村が上記（2）の措置を講ずる場合、当該市町村と緊

密に連携し、人命の安全を第一に、周辺住民、旅行者、滞在者等に対

する屋内退避、避難の誘導及び屋内退避の呼び掛け、その他の防護活

動を行うものとする。 

2 国等からの指示に基づく屋内退避及び避難誘導 

（略） 

（3）県警察は、市町村が上記（2）の措置を講ずる場合、当該市町村と緊

密に連携し、人命の安全を第一に、周辺住民、旅行者、滞在者等に対

する屋内退避、避難の誘導及び屋内退避の呼び掛け、その他の防護措

置を行うものとする。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 

 第 8節 医療関係活動 第 8節 医療関係活動  

71 （1）県及び市町村は、放射線被ばく及び放射能汚染の可能性が認められ

るような場合は、スクリーニング及び除染等の対応可能な施設にあら

かじめ協力依頼等の措置を講じる。 

（2）県及び市町村は、放射線被ばく者が生じた場合には、スクリーニン

グ及び除染等の処置を行い、必要な診断・治療を行うことのできる原

子力災害拠点病院等に適切に搬送が行えるよう当該医療機関等と調

整を行う。 

（1）県及び市町村は、放射線被ばく及び汚染の可能性が認められるよう

な場合は、避難退域時検査及び簡易除染の対応可能な施設にあらかじ

め協力依頼等の措置を講じる。 

（2）県及び市町村は、被ばく傷病者等が生じた場合には、避難退域時検

査及び簡易除染の処置を行い、必要な診断・治療を行うことのできる

原子力災害拠点病院等に適切に搬送が行えるよう当該医療機関等と

調整を行う。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 

 第 12節 飲料水・食品等の摂取制限等 第 12節 飲料水・食品等の摂取制限等  
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（略） 

※1 新たな基準値では、福島原発事故後に放出されたと考えられる放射

性物質のうち、半減期が 1年以上のすべての核種（セシウム 134、セシ

ウム 137、ストロンチウム 90、プルトニウム、ルテニウム 106）を考

慮。 

放射性物質を含む食品からの被ばく線量は、セシウム以外の核種は

測定に非常に時間がかかるため、新たな基準値では、セシウムと他の

核種の比率を用いて、移行経路ごとに放射性セシウムとの比率を算出

し、合計して年間 1ミリシーベルトを超えないように設定。 

（略） 

※1 新たな基準値では、福島原発事故後に放出されたと考えられる放射

性物質のうち、半減期が 1年以上のすべての核種（セシウム 134、セシ

ウム 137、ストロンチウム 90、プルトニウム、ルテニウム 106）を考

慮。 

放射性物質を含む食品からの放射性核種濃度は、セシウム以外の核

種は測定に非常に時間がかかるため、新たな基準値では、セシウムと

他の核種の比率を用いて、移行経路ごとに放射性セシウムとの比率を

算出し、合計して年間 1ミリシーベルトを超えないように設定。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正 

 第 4編 災害復旧 第 4編 災害復旧  
 第 9節 災害地域に係る記録等の作成 第 9節 災害地域に係る記録等の作成  
78 1 災害地域住民の記録 

市町村は、避難及び屋内避難措置をとった住民に対し、災害時に当該

地域に所在した旨の証明、また、避難所等においてとった措置等を記録

する。 

1 災害地域住民の記録 

市町村は、避難、一時移転及び屋内退避等の防護措置をとった住民に

対し、災害時に当該地域に所在した旨の証明、また、避難所等において

とった措置等を記録する。 

原子力災害

対策指針を

踏まえた修

正  


